
法
蔵
『
華
厳
経
伝
記
』
の
俗
人
た
ち

伊

藤

真

は
じ
め
に

唐
の
賢
首
大
師
法
蔵
（
六
四
三
｜
七
一
二１

）
）
撰
述
の
『
華
厳
経
伝
記
』
五
巻
（
以
下
、『
華
厳
伝
』
と
略
記
）
は
、『
華
厳
経
』
の
中

国
に
お
け
る
部
類
・
伝
訳
等
か
ら
説
き
起
こ
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
こ
の
経
典
を
信
仰
し
た
人
々

註
釈
や
経
論
を
著
し
、
講
義
し
、

読
誦
・
書
写
・
礼
拝
な
ど
の
行
を
実
践
し
た
人
々

の
事
跡
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
』
な
ど
先
行
す
る
資
料

を
援
用
し
な
が
ら
も
、『
華
厳
経
』
の
信
奉
者
に
焦
点
を
絞
っ
た
僧
伝
・
霊
験
記
の
類
の
嚆
矢
で
あ
り２

）
、
い
わ
ば
『
華
厳
経
』
の
功
徳

力
の
讃
仰
を
目
的
と
し
た
初
め
て
の
書
物
と
し
て３

）
、
主
と
し
て
華
厳
教
学
の
構
築
・
宣
揚
を
目
的
と
し
た
法
蔵
の
多
く
の
著
作
の
中
に

あ
っ
て
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る４

）
。
こ
う
し
た
『
華
厳
伝
』
の
内
容
に
つ
い
て
吉
津
宜
英
氏
は
、「
教
学
上
の
議
論
は
何
も
な
い
が
、
法

蔵
教
学
を
研
究
し
、
そ
れ
を
中
国
仏
教
史
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
重
要
な
文
献
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る５

）
。「
教
学
上
の

議
論
は
何
も
な
い
」
だ
け
に
、
法
蔵
の
思
想
を
解
明
す
る
直
接
的
な
手
掛
か
り
に
は
な
り
に
く
く
、
こ
れ
ま
で
こ
の
著
作
に
関
す
る
先

行
研
究
は
決
し
て
豊
富
な
蓄
積
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
法
蔵
は
ど
の
よ
う
な
ね
ら
い
・
目
的
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
書
物
を
著
し
た

の
か
。
序
文
や
後
記
の
類
を
持
た
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
問
い
に
直
接
答
え
て
く
れ
る
史
料
は
残
念
な
が
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し

一
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華
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か
し
『
華
厳
伝
』
の
内
容
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
著
作
の
特
徴
を
解
明
し
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
法
蔵
の
思
い

を
窺
お
う
と
試
み
る
こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
本
論
で
は
『
華
厳
伝
』
に
採
録
さ
れ
た
俗
人
（
在
家
信
者
）
た
ち
の
伝
記
に
着
目

す
る
。
そ
の
多
く
は
先
行
す
る
主
要
な
僧
伝
類
に
な
く
、
法
蔵
の
同
時
代
の
事
例
も
多
い
こ
と
か
ら
、『
華
厳
伝
』
の
特
徴
の
一
端
を

探
る
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、『
華
厳
経
伝
記
』
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

一
｜
一
、『
華
厳
経
伝
記
』
の
先
行
研
究
例

『
華
厳
伝
』
に
採
録
さ
れ
た
俗
人
た
ち
の
個
々
の
伝
記
の
内
容
を
見
て
い
く
前
に
、『
華
厳
伝
』
を
扱
っ
た
先
行
研
究
の
う
ち
、
本

論
に
関
わ
る
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
（
法
蔵
の
著
作
の
紹
介
等
で
触
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の
は
除
く６

）
）、
続
い
て
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
の
著
作
の
基
本
的
な
性
格
を
確
認
し
た
い
。

『
華
厳
伝
』
は
大
正
大
蔵
経
に
し
て
二
〇
ペ
ー
ジ
の
比
較
的
小
品
だ
が
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
扱
っ
た
先
行
研
究
は
多
く
な
い
。
多

様
な
時
代
、
人
物
、
題
材
、
出
典
よ
り
成
る
だ
け
に
、
主
と
し
て
特
定
の
テ
ー
マ
、
部
分
に
関
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

坂
本
幸
男
氏
は
『
華
厳
伝
』
の
内
容
と
密
接
な
連
絡
の
あ
る
静
法
寺
慧
苑
の
『
華
厳
経
纂
霊
記
』
五
巻
（
現
存
せ
ず
。
以
下
、『
纂

霊
記
』）
の
内
容
解
明
の
た
め
に
、
澄
観
の
『
大
方
広
仏
華
厳
経
隨
疏
演
義
鈔
』（
以
下
、『
演
義
鈔
』）
所
引
の
『
纂
霊
記
』
や
恵
英

撰
・
居
士
胡
幽
貞
の
編
纂
に
な
る
『
大
方
広
仏
華
厳
経
感
応
伝
』（
以
下
、『
華
厳
経
感
応
伝
』）
な
ど
と
『
華
厳
伝
』
の
内
容
を
比
較

検
討
し
、『
纂
霊
記
』
の
内
容
の
復
元
を
試
み
て
い
る７

）
。
こ
の
論
考
は
『
華
厳
伝
』
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
点
が
あ
る
が
、

本
来
の
目
的
は
慧
苑
の
『
纂
霊
記
』
の
解
明
で
あ
る
。
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次
に
、
鎌
田
茂
雄
氏
は
華
厳
思
想
と
道
教
と
の
交
流
を
論
じ
る
中
、
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
『
華
厳
伝
』
所
収
の
居
士
孫
思

の
事

跡
を
考
察
し
て
い
る８

）
。
法
蔵
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
孫
思

は
老
荘
、
陰
陽
の
ほ
か
特
に
医
薬
に
通
じ
た
隠
士
で
あ
る
。
鎌
田
氏
は
『
宋
高

僧
伝
』
を
根
拠
に
、『
続
高
僧
伝
』
を
著
し
た
道
宣
と
の
交
流
な
ど
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
孫
思

の
著
作
の
中
に
華
厳
思
想
的
な
特

色
を
探
ろ
う
と
試
み
て
い
る
。

藤
善
真
澄
氏
の
論
考
「『
華
厳
経
伝
記
』
の
彼
方
」
は
、『
華
厳
伝
』
そ
の
も
の
は
扱
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
道
宣
の
『
集
神
州
三
宝

感
通
録
』（
以
下
、『
三
宝
感
通
録
』）
や
道
世
の
『
法
苑
珠
林
』
な
ど
、
初
唐
の
時
代
に
は
六
朝
以
来
の
説
話
集
、
霊
験
記
等
の
集
大

成
を
試
み
る
潮
流
が
あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
『
華
厳
伝
』
以
外
に
も
慧
祥
の
『
弘
賛
法
華
伝
』
な
ど
「
特
定
の
仏
典
信
仰
を
鼓
吹
す
る

も
の
が
相
継
い
で
編
纂
さ
れ
た
」
点
を
指
摘
し
、
そ
の
時
代
的
、
社
会
的
背
景
を
法
蔵
の
行
歴
か
ら
窺
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る９

）
。
中

で
も
咸
亨
元
年
（
六
七
〇
）
の
落
髪
と
太
原
寺
住
寺
を
き
っ
か
け
に
法
蔵
が
武
周
革
命
の
軌
道
上
に
乗
り
、
長
安
四
年
（
七
〇
四
）
の

法
門
寺
の
仏
舎
利
奉
迎
使
を
拝
命
す
る
に
至
る
ま
で
の
武
周
政
権
と
の
密
接
な
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る10

）
。

『
華
厳
伝
』
自
体
の
特
徴
の
解
明
を
旨
と
す
る
論
考
と
し
て
は
、
ま
ず
中
條
道
昭
氏
の
「
華
厳
経
伝
記
研
究
」（
一
）（
二
）
が
挙
げ

ら
れ
る
。
中
條
氏
は
、
十
部
門
か
ら
成
る
『
華
厳
伝
』
の
構
成
や
（
こ
の
点
は
本
論
の
次
節
で
触
れ
る
）、
各
人
物
の
事
跡
の
典
拠
と

し
て
も
多
く
依
用
し
て
い
る
点
か
ら
、
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
』（
お
よ
び
慧
皎
の
『
高
僧
伝
』）
が
『
華
厳
伝
』
撰
述
に
大
き
く
影
響
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る11

）
。
そ
の
上
で
『
華
厳
経
』
の
部
分
訳
を
列
挙
す
る
「
支
流
第
四
」
の
記
述
を
順
次
検
討
し
、
法
蔵
が
隋
の
費

長
房
に
よ
る
『
歴
代
三
宝
紀
』
を
多
く
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
や
（
法
蔵
は
『
華
厳
伝
』「
支
流
第
四
」
に
こ
の
書
物
自
体
も
挙
げ
て

い
る12

）
）、
中
国
に
お
け
る
『
華
厳
経
』
の
流
伝
を
跡
づ
け
る
よ
う
に
取
捨
選
択
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
指
摘
す
る13

）
。
し
か
し

「
支
流
第
四
」
は
『
華
厳
経
』
の
部
分
訳
な
ど
、『
六
十
華
厳
』、『
八
十
華
厳
』
と
は
別
行
の
華
厳
経
典
類
を
列
挙
す
る
部
分
で
あ
り
、

本
論
が
問
題
と
す
る
『
華
厳
伝
』
の
俗
人
た
ち
の
伝
記
と
は
直
接
関
係
し
な
い
（
の
ち
に
見
る
よ
う
に
法
蔵
は
「
支
流
第
四
」
で
『
鈔
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華
厳
経
』
一
五
巻
を
著
し
た
南
斉
の
蕭
子
良
は
伝
記
を
掲
げ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
中
條
氏
は
論
考
で
扱
っ
て
い
な
い
）。

一
｜
二
、『
華
厳
経
伝
記
』
の
構
成
と
特
徴

吉
津
宜
英
氏
は
『
華
厳
一
乗
思
想
の
研
究
』
の
中
に
「『
華
厳
経
伝
記
』
撰
述
の
意
義
」
の
一
節
を
設
け
、『
華
厳
伝
』
の
撰
述
時
期
、

構
成
と
依
拠
す
る
資
料
、
全
般
的
な
特
色
と
展
開
な
ど
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る14

）
。
こ
れ
は
現
在
『
華
厳
伝
』
に
関
す
る
最
も
体
系
的
か

つ
詳
細
な
論
考
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
節
で
は
主
に
吉
津
氏
の
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
、『
華
厳
伝
』
の
構
成
と
全
体
的
な
特
徴
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、『
華
厳
伝
』
は
次
の
十
部
門
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

①
部
類

②
隠
顕

③
伝
訳

④
支
流

⑤
論
釈

⑥
講
解

⑦
諷
誦

⑧
転
読

⑨
書
写

雑
述

試
み
に
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
』
の
十
門
を
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
訳
経

②
義
解

③
習
禅

④
明
律

⑤
護
法

⑥
感
通

⑦
遺
身

⑧
読
誦

⑨
興
福

雑
科15

）

『
華
厳
伝
』
の
部
類
第
一
で
は
『
華
厳
経
』
に
上
中
下
本
の
三
種
類
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
と
さ
れ
、『
六
十
華
厳
』『
八
十
華
厳
』
は

共
に
下
本
の
一
部
が
伝
わ
り
訳
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
。
そ
う
し
た
隠
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
出
現
を
、
龍
樹
が
竜
宮
で
入
手
し
た
と
の

逸
話
な
ど
で
語
る
の
が
隠
顕
第
二
で
、
伝
訳
第
三
で
漢
訳
に
活
躍
し
た
仏
駄
跋
陀
羅
、
日
照
三
蔵
、
実
叉
難
陀
を
立
伝
し
、
支
流
第
四

で
先
述
の
よ
う
に
別
訳
等
を
挙
げ
る
。
論
釈
第
五
は
『
華
厳
経
』
の
注
釈
書
類
を
列
挙
し
、
講
解
第
六
は
『
華
厳
伝
』
で
最
も
長
い
部

門
で
、
華
厳
関
係
の
講
義
や
注
釈
を
し
た
人
物
十
七
名
を
立
伝
す
る
が
、
講
解
と
い
う
性
質
上
、
智

伝
中
で
挿
話
的
に
廓
神
亮
の
事

跡
が
短
く
出
る
ほ
か
に
俗
人
は
い
な
い16

）
。
多
く
の
俗
人
が
登
場
す
る
の
は
第
七
か
ら
第
九
の
諷
誦
、
転
読
、
書
写
の
三
部
門
で
あ
る

（
二
六
人
の
立
伝
中
七
人
で
、
さ
ら
に
挿
話
的
に
出
る
者
も
あ
る
）。
最
後
の
雑
述
第
十
は
斎
戒
や
儀
式
の
手
引
書
な
ど
に
加
え
、『
華

一
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厳
旨
帰
』『
華
厳
三
昧
観
』『
華
厳
教
分
記
』
な
ど
法
蔵
自
身
の
著
作
が
九
種
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
に
支
流
第
四
で
も
名
が

挙
が
っ
て
い
る
蕭
子
良
の
『
華
厳
斎
記
』
が
数
行
の
説
明
と
共
に
載
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

さ
て
、
法
蔵
の
『
華
厳
伝
』
撰
述
の
動
機
に
つ
い
て
、
吉
津
氏
は
中
で
も
講
解
第
六
に
出
る
法
蔵
の
師
、
智

伝
を
そ
の
手
が
か
り

と
し
て
重
視
す
る
。
そ
こ
に
は
智

の
事
跡
を
述
べ
た
後
で
、
則
天
武
后
へ
の
称
賛
が
書
き
連
ね
ら
れ
、
さ
ら
に
永
昌
元
年
（
六
八

九
）
に
勅
命
を
受
け
て
華
厳
高
座
八
会
の
道
場
が
建
立
さ
れ
、
武
后
の
御
前
で
法
蔵
み
ず
か
ら
『
華
厳
経
』
を
講
じ
て
称
賛
さ
れ
た
こ

と
が
誇
ら
し
く
語
ら
れ
る17

）
。
吉
津
氏
は
、
武
后
へ
の
称
賛
は
『
華
厳
伝
』
が
「
単
に
教
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、
公
の
性
格
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
し18

）
、
ま
た
華
厳
高
座
の
道
場
建
立
が
『
華
厳
伝
』
の
「
成
立
の
大
き
な
要
因
で
あ
り
」、「
師
で
あ
る
智

の
伝
記
を
書
く
力
を
与
え
、『
華
厳
経
』
の
偉
大
さ
を
称
揚
す
る
た
め
に
一
気
に
」
書
き
上
げ
た
と
推
論
す
る19

）
。
こ
こ
で
吉
津
氏
の

言
う
「
公
の
性
格
」
に
つ
い
て
は
の
ち
に
検
討
す
る
。

さ
ら
に
右
の
こ
と
か
ら
、
吉
津
氏
は
『
華
厳
伝
』
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
、
永
昌
元
年
（
六
八
九
）
ご
ろ
か
ら
載
初
元
年
（
六
九

〇
）
ご
ろ
に
か
け
て
ま
ず
書
か
れ
、
実
叉
難
陀
の
『
八
十
華
厳
』
訳
出
な
ど
そ
れ
以
降
の
記
事
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
最
終
的
に
は

法
蔵
示
寂
の
先
天
元
年
（
七
一
二
）
ま
で
加
筆
が
続
い
た
と
す
る20

）
。
た
だ
、
転
読
第
八
の
項
の
解
脱
伝
の
中
に
「
今
上
麟
徳
元
年
」

（
六
六
四
）
と
の
文
言
が
あ
る
た
め21

）
、
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
執
筆
は
麟
徳
年
間
の
「
今
上
」
す
な
わ
ち
高
宗
の
在
位
中
の
弘
道
元
年
（
六

八
三
）
以
前
に
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る22

）
。

次
に
、『
華
厳
伝
』
の
特
徴
に
つ
い
て
吉
津
氏
は
、
右
の
講
解
第
六
を
手
掛
か
り
に
、
典
拠
と
な
っ
た
僧
伝
類
よ
り
も
各
僧
ら
が
も

っ
ぱ
ら
『
華
厳
経
』
を
奉
じ
た
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
法
蔵
が
伝
記
を
改
変
し
て
い
る
と
指
摘
。
そ
し
て
『
華
厳
伝
』
の
特
徴
と
し
て
、

（『
華
厳
経
』
信
仰
・
研
究
の
）「
専
業
と
祥
瑞
」
の
強
調
を
挙
げ
る23

）
。
ま
た
、
諷
誦
、
転
読
、
書
写
な
ど
も
視
野
に
入
れ
れ
ば
「
祥

瑞
」
こ
そ
が
『
華
厳
伝
』
を
貫
く
基
準
で
あ
る
と
す
る
が
、
法
蔵
は
み
ず
か
ら
講
解
が
専
業
と
自
任
し
て
い
た
と
し
て
、
結
果
で
あ
る

一
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祥
瑞
や
感
応
よ
り
も
こ
の
点
を
重
視
し
て
い
る
と
述
べ
る24

）
。
さ
ら
に
、
本
論
で
も
の
ち
に
検
討
す
る
が
、
吉
津
氏
は
論
釈
第
五
に
五
台

山
と
有
縁
の
劉
謙
之
『
華
厳
論
』
六
〇
〇
巻
、
霊
弁
『
華
厳
論
』
一
〇
〇
巻
を
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
五
台
山
（
清
涼
山
）
と

文
殊
信
仰
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る25

）
。

二
、『
華
厳
経
伝
記
』
の
俗
人
た
ち
の
事
跡

こ
こ
ま
で
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
『
華
厳
伝
』
の
全
体
像
を
概
観
し
て
き
た
。
本
節
か
ら
は
『
華
厳
伝
』
所
載
の
俗
人
（
在
家

信
者
）
の
事
跡
を
追
っ
て
、
そ
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、『
華
厳
伝
』
に
登
場
す
る
俗
人
を
部
門
ご
と
に
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
部
類
第
一
、
隠
顕
第
二
、
伝
訳
第
三
｜
な
し

・
支
流
第
四
｜
南
斉
司
徒
竟
陵
文
宣
王
蕭
子
良26

）

・
論
釈
第
五
｜

官
劉
謙
之

・
講
解
第
六
｜
（
廓
神
亮27

）
）

・
諷
誦
第
七
｜
居
士

玄
智
、
京
師
人
姓
王
（
失
名
）

・
転
読
第
八
｜
居
士
高
義
成
、（
程
暉
和
、
白
貴
生
大
女
華
厳
、
清
信
女28

）
）

・
書
写
第
九
｜
魏
安
豊
王
延
明
・
中
山
王

、
唐
朝
散
大
夫
孫
思

、
居
士
康
阿
禄
山

・
雑
述
第
十
｜
竟
陵
文
宣
王

次
に
、
こ
れ
ら
俗
人
に
ま
つ
わ
る
伝
記
、
逸
話
の
中
か
ら
、『
華
厳
伝
』
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
で
き
、
ま
た
、
法
蔵
の
思
い
を
窺
う
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こ
と
の
で
き
る
例
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
｜
一
、『
華
厳
経
』
と
典
型
的
な
祥
瑞

こ
こ
で
は
ま
ず
、
一
般
に
僧
伝
や
霊
験
譚
の
類
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
な
い
わ
ば
典
型
的
な
祥
瑞
の
例
か
ら
見
て
行
こ
う
。
そ
う
し

た
例
は
俗
人
た
ち
の
多
く
登
場
す
る
諷
誦
第
七
以
降
に
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
初
め
に
諷
誦
第
七
の

玄
智
を
見
て
み
よ
う29

）
。
こ
の

伝
記
の
出
典
だ
が
、『
続
高
僧
伝
』
等
に
見
え
ず
、
法
蔵
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
出
来
事
で
あ
り
、
吉
津
宜
英
氏
は
法
蔵
の
見
聞
に
よ
る
も

の
と
し
て
い
る30

）
。

（
居
士

玄
智
伝
）

『
華
厳
伝
』
に
よ
れ
ば
、

玄
智
は
幼
少
よ
り
俗
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
十
六
歳
に
し
て
家
を
出
て
京
師
城
南
（
終
南
山
）
で

「
神
僧
杜
順
禅
師
」
の
も
と
で
「
諸
々
の
勝
行
を
習
う
」
と
あ
り
、
華
厳
を
読
誦
し
て
普
賢
行
を
修
し
た
と
い
う
。『
華
厳
経
』
を
暗

誦
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
誦
す
る
ご
と
に
口
の
中
に
舎
利
数
百
粒
が
現
れ
、
そ
れ
を
人
に
分
施
し
た
。
や
が
て
村
を
去
っ
て
山
中
の

石
窟
に
入
り
二
十
数
年
。
昼
は
『
華
厳
経
』
を
誦
し
、
夜
は
禅
観
を
修
し
た
が
、
誦
経
す
る
と
い
つ
も
周
囲
の
樹
林
か
ら
鳥
獣
が
集
ま

り
「
寂
然
と
し
て
声
な
く
以
て
音
徳
」
を
聴
き
、
山
犬
や
虎
や
猛
獣
は
み
な
「
馴
伏
」
し
た
と
い
う
。
あ
る
時
は
悪
人
の
集
団
に
襲
わ

れ
百
仞
の
崖
下
に
落
と
さ
れ
た
が
傷
一
つ
負
わ
な
か
っ
た
。
永
淳
元
年
（
六
八
二
）

窟
内
が
光
り
輝
い
て
い
る
の
を
人
が
怪
し
ん
で

見
に
行
く
と
既
に
遷
化
し
て
い
た
。

窟
よ
り
遺
骸
を
出
す
と
光
は
薄
れ
、
荼
毘
に
付
し
て
塔
を
建
て
た
。
七
十
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
に
は
舎
利
を
感
得
し
た
り
、
猛
獣
を
馴
伏
し
た
り
、
遷
化
に
当
た
り
窟
内
に
光
が
満
ち
た
り
と
、
多
く
の
僧
伝
、
霊
験
譚
の
類

に
見
ら
れ
る
典
型
的
な
道
具
立
て
、
逸
話
が
見
ら
れ
る
。
杜
順
の
弟
子
で
あ
れ
ば
時
期
は
と
も
か
く
法
蔵
の
師
の
智

と
同
門
と
な
る

一
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が
、
そ
の
こ
と
は
殊
更
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
な
い31

）
。
ま
た
、
こ
の
伝
記
を
見
れ
ば
出
家
同
様
の
修
行
者
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

受
け
る
が
、『
華
厳
伝
』
で
は
あ
く
ま
で
も
「
居
士

玄
智
」
と
す
る
。

右
の
よ
う
に
こ
の
事
跡
の
道
具
立
て
は
特
段
異
彩
を
放
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
澄
観
は
『
大
方
広
仏
華
厳
経
疏
』（
以
下
、『
華
厳
経

疏
』）
で
伝
通
感
応
の
一
つ
と
し
て
「
つ
ね
に
舎
利
を
（
口
に
）
含
み
」「
神
僧
に
会
う
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る32

）
。
舎
利
信
仰
は
古
く
か

ら
中
国
に
も
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
法
蔵
の
時
代
に
近
く
は
隋
の
文
帝
が
諸
州
に
頒
布
し
た
こ
と
が
知
ら
れ33

）
、
先
述
の
よ
う
に
や
が
て

法
蔵
も
長
安
四
年
（
七
〇
四
）
奉
迎
使
と
し
て
法
門
寺
の
燦
然
と
輝
く
仏
舎
利
を
洛
陽
へ
迎
え
る
こ
と
に
な
る34

）
。

一
方
、
修
禅
者
が
遷
化
す
る
際
に
異
光
や
異
香
を
発
す
る
例
も
『
高
僧
伝
』
や
『
続
高
僧
伝
』
を
含
め
頻
出
す
る
が
、
光
明
は
盧

那
仏
の
放
光
を
受
け
て
諸
菩
薩
が
説
法
す
る
『
華
厳
経
』
と
も
親
和
性
の
高
い
イ
メ
ー
ジ
だ
。『
華
厳
伝
』
に
も
転
読
第
八
に
出
る
居

士
高
義
成
、
書
写
第
九
に
出
る
魏
安
豊
王
延
明
・
中
山
王

の
伝
に
例
が
あ
る
。

（
居
士
高
義
成
伝
）

『
華
厳
伝
』
に
よ
れ
ば
、
高
義
成
は
寺
で
『
華
厳
経
』
を
請
い
受
け
る
と
自
邸
内
の
塔
の
中
で
転
読
（
読
経
）
し
た
。
す
る
と
日
光

が
鏡
を
照
ら
す
が
如
き
奇
光
が
四
壁
を
飾
り
、
第
二
の
遍
光
が
塔
を
照
ら
し
て
遠
近
の
者
が
感
嘆
し
た
と
い
う35

）
。

な
お
、
高
義
成
の
伝
に
続
い
て
、
伝
訳
第
三
に
登
場
し
て
い
た
日
照
三
蔵
の
逸
話
が
入
り
、
大
乗
を
信
じ
な
い
小
乗
の
徒
が
経

を

井
戸
に
廃
棄
す
る
と
、
井
内
か
ら
火
の
よ
う
な
光
が
見
え
、
取
り
出
し
て
見
る
と
『
華
厳
経
』
だ
っ
た
と
の
奇
瑞
が
紹
介
さ
れ
て
い
る36

）
。

（
魏
安
豊
王
延
明
・
中
山
王

伝
）

『
魏
書
』
巻
二
十
に
よ
れ
ば
安
豊
王
と
は
元
延
明
で
、
同
巻
十
九
に
よ
れ
ば
中
山
王
は
元

で
、
共
に
北
魏
の
皇
族
の
者
と
い
う
。
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延
明
は
群
書
の
収
集
で
、

は
好
学
と
文
才
で
知
ら
れ
た
。『
華
厳
伝
』
に
よ
れ
ば
、
二
人
は
道
場
を
建
て
て
斎
会
や
講
経
を
催
し
、

香
汁
と
墨
を
混
ぜ
て
『
華
厳
経
』
百
部
を
書
写
す
る
一
方
、
金
字
の
『
華
厳
経
』
一
部
も
写
し
、「
五
香
の
厨
、
四
宝
の
函
」
に
入
れ

た
と
こ
ろ
、
深
夜
に
行
道
す
る
と
五
色
の
「
神
光
」
が
遍
く
堂
宇
を
照
ら
し
た
と
い
う37

）
。

以
上
、

玄
智
、
高
義
成
、
魏
安
豊
王
延
明
・
中
山
王

の
事
跡
を
見
て
き
た
が
、

玄
智
の
光
明
は
習
禅
者
に
つ
い
て
よ
く
語
ら

れ
る
習
禅
の
功
徳
力
の
逸
話
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、『
華
厳
伝
』
で
は
諷
誦
第
七
に
入
っ
て
い
る
以
上
、
神
僧
杜
順
の
弟

子
と
し
て
『
華
厳
経
』
を
読
誦
し
た
功
徳
が
舎
利
の
感
得
、
猛
獣
の
馴
伏
、
遷
化
に
当
た
っ
て
の
放
光
と
な
っ
た
と
受
け
取
る
べ
き
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
高
義
成
の
読
経
、
北
魏
の
二
王
の
書
写
と
い
っ
た
、
よ
り
世
俗
的
な
行
に
よ
っ
て
も
光
明
の
祥
瑞
を
得
ら
れ
る
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
俗
人
で
あ
っ
て
も
『
華
厳
経
』
の
祥
瑞
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
当
時
の
読
者
に
は

受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
三
件
の
伝
記
は
い
ず
れ
も
先
行
す
る
僧
伝
や
霊
験
集
な
ど
の
典
拠
が
明
ら
か
で
な

く
、
吉
津
氏
は
法
蔵
自
身
が
見
聞
し
て
採
録
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
（
二
王
の
典
拠
は
不
明
だ
が
、『
高
僧
伝
』『
続
高
僧
伝
』
な

ど
か
ら
の
引
用
で
は
な
い38

）
）。
こ
れ
ら
光
明
に
ま
つ
わ
る
極
め
て
単
純
な
祥
瑞
譚
を
あ
え
て
採
録
し
た
法
蔵
に
右
の
よ
う
な
ね
ら
い
が

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
｜
二
『
華
厳
経
伝
記
』
と
五
台
山
信
仰

次
に
論
釈
第
五
に
出
る

官
劉
謙
之
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
て
み
よ
う
。

（
劉
謙
之
と
五
台
山
の
信
仰
者
た
ち
）

『
華
厳
伝
』
に
よ
れ
ば
、
北
斉
の
大
和
初
年
に
文
殊
菩
薩
と
見まみ
え
る
こ
と
を
願
っ
て
焼
身
供
養
し
た
第
三
王
子
の
お
付
き
の
宦
官
劉
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謙
士
は
、
刑
を
受
け
た
み
ず
か
ら
の
身
体
を
嘆
き
、
朝
廷
の
許
し
を
得
て
清
涼
山
へ
修
行
に
入
っ
た
。
五
穀
を
断
っ
て
水
だ
け
を
飲
み
、

『
華
厳
経
』
を
読
誦
し
て
昼
夜
行
道
し
た
。
す
る
と
三
週
間
の
内
に
た
ち
ま
ち
髪
や
頰
ひ
げ
が
生
え
て
身
体
は
す
っ
か
り
元
の
男
子
に

復
し
た
。
そ
こ
で
深
く
思
索
し
て
『
華
厳
論
』
六
百
巻
を
著
し
、
都
に
戻
っ
て
皇
帝
に
奏
聞
し
、
以
来
『
華
厳
経
』
へ
の
信
仰
が
極
め

て
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う39

）
。

こ
の

官
（
宦
官
）
劉
謙
之
の
事
跡
は
す
で
に
『
続
高
僧
伝
』
に
も
出
て
い
る
。
ま
ず
、
読
誦
篇
第
八
に
は
「
代
京

官
」
が
「
入

山
修
道
」
し
、『
華
厳
経
』
を
昼
夜
読
誦
す
る
と
丈
夫
の
姿
に
復
し
た
と
あ
る
だ
け
で
、
劉
謙
之
の
名
前
も
五
台
山
の
名
称
（『
華
厳

伝
』
に
言
う
「
清
涼
山
」）
も
出
て
い
な
い40

）
。
と
こ
ろ
が
感
通
篇
第
六
の
五
台
山
釈
明
隠
伝
に
「
斉
帝
第
三
子
」
の
焼
身
塔
に
言
及
し

た
あ
と
で
「
劉
謙
之
が
そ
の
寺
の
中
で
七
日
間
行
道
し
、
丈
夫
の
姿
に
復
し
た
」
こ
と
と
、
今
『
華
厳
論
』
六
百
巻
中
三
百
巻
が
五
台

山
の
諸
寺
に
現
存
す
る
と
記
し
て
い
る41

）
。
明
ら
か
に
法
蔵
の
記
述
の
方
が
整
理
で
き
て
お
り
、
ま
た
五
台
山
を
文
殊
菩
薩
の
住
処
で
あ

る
清
涼
山
の
名
前
で
記
す
な
ど
、『
華
厳
経
』
と
文
殊
菩
薩
、
そ
し
て
五
台
山
の
関
連
が
明
確
に
な
り
、
伝
記
と
し
て
印
象
深
い
。
こ

う
し
た
五
台
山
（
清
涼
山
）
の
文
殊
信
仰
の
強
調
は
『
華
厳
伝
』
の
ひ
と
つ
の
意
図
に
な
っ
て
お
り
、
後
代
の
『
古
清
涼
伝
』
な
ど
後

の
五
台
山
信
仰
の
隆
盛
に
影
響
し
た
と
、
吉
津
宜
英
氏
は
指
摘
し
て
い
る42

）
。

『
華
厳
伝
』
に
は
五
台
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
い
。
劉
謙
之
伝
で
も
続
い
て
『
華
厳
経
』
菩
薩
住
処
品
を
紹
介
し
、
文
殊
菩
薩
の
居

所
が
清
涼
山
で
あ
り
、
五
台
山
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
、
五
台
山
の
地
形
を
含
め
て
そ
う
と
う
事
細
か
に
説
明
し
て
い
る43

）
。
そ
し
て
次

は
『
華
厳
論
』
一
〇
〇
巻
を
著
し
た
沙
門
釈
霊
弁
の
伝
（『
続
高
僧
伝
』
な
ど
明
ら
か
な
典
拠
が
な
く
、
霊
験
集
の
類
の
主
た
る
資
料

と
し
て
は
『
華
厳
伝
』
が
初
出44

）
）
が
来
る
の
で
あ
る
。
霊
弁
は
五
台
山
で
『
華
厳
経
』
を
頂
戴
し
て
足
の
皮
が
破
れ
る
ま
で
厳
し
い
行

道
を
修
し
て
、
豁
然
と
大
悟
し
た
と
い
う
人
物
で
あ
る45

）
。
さ
ら
に
転
読
第
八
の
釈
解
脱
伝
で
は
、
五
台
山
の
仏
光
山
で
常
に
『
華
厳

経
』
を
読
経
し
、「
仏
光
観
」
の
観
察
行
を
修
し
て
再
三
に
わ
た
り
文
殊
菩
薩
と
見
え
た
、
と
い
う
伝
も
あ
る46

）
。
実
は
こ
の
解
脱
の
伝

二
〇
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記
の
末
尾
に
俗
人
で
あ
る
清
信
女
の
話
が
出
て
く
る
。

（
清
信
女
伝
）

『
華
厳
伝
』
に
よ
る
と
、
清
涼
山
の
東
南
、
恒
岳
の
西
に
俗
に
大
黒
山
と
呼
ば
れ
る
山
が
あ
り
、
そ
こ
に
清
信
女
と
い
う
盲
目
の
在

俗
の
仏
法
信
仰
者
が
山
中
で
坐
禅
を
修
し
て
い
た
。
彼
女
は
六
斎
日
ご
と
に
香
華
珍
味
を
用
意
し
て
文
殊
菩
薩
を
供
養
し
て
い
た
。
あ

る
時
、
空
中
に
声
が
し
て
「
文
殊
菩
薩
は
五
台
山
の
仏
光
山
で
教
化
し
て
い
る
。
あ
な
た
も
行
け
ば
必
ず
悟
道
を
得
よ
う
」
と
言
う
。

そ
こ
で
清
信
女
は
盲
目
の
身
を
励
ま
し
て
、
案
内
人
も
な
い
ま
ま
に
険
阻
な
山
中
を
二
百
里
余
り
踏
破
し
て
、
五
台
山
へ
行
っ
た
。
こ

れ
を
見
た
解
脱
は
驚
起
し
た
と
い
う47

）
。

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、『
華
厳
伝
』
に
お
い
て
五
台
山
に
関
わ
る
祥
瑞
譚
が
い
か
に
厚
く
記
さ
れ
て
い
る
か
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ま

ず
居
士
で
あ
る
宦
官
の
劉
謙
之
と
出
家
僧
の
霊
弁
が
『
華
厳
経
』
を
奉
じ
て
昼
夜
行
道
し
、『
華
厳
論
』
を
著
す
に
至
っ
た
祥
瑞
譚
が

あ
り
、
一
方
で
転
読
（
読
経
）
と
い
う
い
っ
そ
う
身
近
な
具
体
的
な
行
を
修
し
た
出
家
僧
の
解
脱
と
在
俗
の
清
信
女
の
祥
瑞
譚
が
あ
る
。

こ
う
し
た
『
華
厳
伝
』
の
五
台
山
重
視
に
つ
い
て
、
吉
津
宜
英
氏
は
「
五
台
山
は
…
北
魏
仏
教
の
隆
盛
が
従
来
の
神
仙
の
霊
場
を
仏
教

と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
法
蔵
が
そ
の
信
仰
を
中
心
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
蔵
は
祥
瑞
の
具
体
例
と

し
て
劉
謙
之
や
霊
弁
や
解
脱
た
ち
の
伝
記
を
の
せ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
引
用
さ
れ
て
『
古
清
涼
伝
』
が
成
立
し
、
不
空
三
蔵

や
清
涼
澄
観
が
出
る
に
及
ん
で
五
台
山
は
中
国
全
仏
教
の
霊
場
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る48

）
。

確
か
に
『
華
厳
伝
』
の
後
代
へ
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
蔵
は
な
ぜ
こ
と
さ
ら
に
五
台
山
と
い
う
霊
場
を

『
華
厳
伝
』
で
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
若
き
頃
の
太
白
山
で
の
修
行
経
験
か
ら
、
山
岳
修
行
の
霊
験
あ
ら
た

二
一
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か
な
体
験
を
身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
た
の
か49

）
。
あ
る
い
は
乏
し
い
な
が
ら
『
続
高
僧
伝
』
の
記
述
に
依
っ
た
の
か
。

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
が
同
じ
道
宣
に
よ
る
『
三
宝
感
通
録
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
華
厳
伝
』
よ
り
前
に
成
っ
て
い
る
が
、
採
録
さ
れ

て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
『
法
華
経
』
を
め
ぐ
る
感
応
譚
で
あ
り
、『
華
厳
伝
』
の
直
接
的
な
典
拠
に
な
っ
た
様
子
は
な
い
と
吉
津
氏

は
指
摘
し
て
い
る50

）
。
し
か
し
こ
の
書
物
に
は
、

官
（
劉
謙
之
）
の
祥
瑞
譚
が
短
く
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
に51

）
、
二
か
所
で
五
台
山
に
関

す
る
か
な
り
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
唐
岱
州
五
台
山
像
変
声
現
縁
の
項
目
で
、
五
台
山
に
あ
る
文
殊
菩
薩
像
や
漢
の
明
帝

の
所
造
と
い
う
道
場
な
ど
に
つ
い
て
記
し
、
さ
ら
に
仏
光
山
の
解
脱
禅
師
と
僧
明
禅
師
に
触
れ
る52

）
。
さ
ら
に
も
う
一
か
所
は
、
岱
州
五

台
山
太
孚
聖
寺
に
関
す
る
記
述
で
、
古
の
神
仙
の
宅
地
だ
が
北
魏
孝
文
帝
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
触
れ
、
今
度
は
解
脱
と
僧
明
が

神
仙
に
出
会
っ
た
こ
と
が
数
行
の
祥
瑞
譚
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る53

）
。
実
は
こ
の
両
か
所
で
、
龍
朔
元
年
（
六
六
一
）
に
西
京
会
昌
寺
の

会
頤
が
勅
命
に
よ
っ
て
五
台
山
に
赴
き
、
寺
塔
の
修
理
を
し
、
翌
年
に
も
修
理
に
赴
い
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

会
頤
の
任
務
に
つ
い
て
は
法
蔵
も
知
っ
て
い
る
。『
華
厳
伝
』
の
解
脱
に
続
い
て
出
る
、
解
脱
と
共
に
五
台
山
に
遊
ん
だ
釈
明
曜
の
伝

の
最
後
に
、
勅
を
奉
じ
て
五
台
山
に
向
か
っ
た
会
頤
が
百
六
歳
の
明
曜
に
会
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
明
曜
に
つ
い
て
は
『
続
高

僧
』
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
が
、『
三
宝
感
通
録
』
の
僧
明
と
の
異
同
は
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
法
蔵
が
二
十
歳
の
頃
に
勅
命
で
行
わ
れ

た
五
台
山
の
古
刹
や
寺
塔
の
修
理
で
あ
る
。
長
安
や
洛
陽
の
人
々
の
間
に
も
、
北
魏
以
来
お
そ
ら
く
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
文
殊
菩
薩
の

霊
場
に
対
す
る
新
た
な
興
味
関
心
が
湧
き
上
が
っ
て
い
た
と
想
像
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
五
台
山
の
修
理
に

つ
い
て
法
蔵
は
直
接
知
り
得
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
『
華
厳
伝
』
の
典
拠
と
し
て
重
宝
し
て
い
る
『
続
高
僧
伝
』
の
記

述
の
ほ
か
『
三
宝
感
通
録
』
の
詳
し
い
地
理
的
情
報
の
記
述
な
ど
を
参
照
し
た
点
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
華
厳
伝
』
に
色

濃
い
五
台
山
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
単
に
『
華
厳
経
』
の
記
述
を
典
拠
に
し
た
文
殊
菩
薩
の
霊
場
を
好
都
合
な
具
体
例
と
し
て
活
用
し
た
に

留
ま
ら
ず
、
同
時
代
の
生
き
た
、
息
を
吹
き
返
し
つ
つ
あ
っ
た
霊
場
で
の
出
来
事
に
よ
っ
て
『
華
厳
経
』
の
功
徳
力
を
生
き
生
き
と
伝

二
二

仏
教
学
会
紀
要

一
九
号



え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
、
筆
者
は
想
像
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
次
に
見
る
死
者
蘇
生
の
祥
瑞
譚
に
も
通
じ
る
、『
華
厳
伝
』

の
あ
る
意
味
で
「
公
の
性
格
」
を
反
映
し
て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
｜
三
、
地
獄
か
ら
救
わ
れ
た
人
た
ち

最
後
に
、
諷
誦
第
七
の
京
師
人
姓
王
（
失
名
）
と
書
写
第
九
に
出
る
居
士
康
阿
禄
山
を
見
て
み
た
い
。
二
人
と
も
、
地
獄
か
ら
生
還

し
た
逸
話
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
文
献
的
な
典
拠
は
不
明
だ
が
、
法
蔵
の
同
時
代
の
出
来
事
で
、
後
者
に
つ
い
て
は
法
蔵
自
身
が
関
わ
っ

て
い
る
。『
華
厳
伝
』
の
中
で
も
す
こ
ぶ
る
お
も
し
ろ
い
祥
瑞
譚
で
あ
る
。

（
京
師
人
姓
王
伝
）

『
華
厳
伝
』
に
よ
れ
ば
文
明
元
年
（
六
八
四
）
の
王
氏
と
い
う
人
物
の
体
験
談
だ
が
、
下
の
名
前
は
不
明
だ
と
い
う
（
こ
の
点
に
つ

い
て
は
の
ち
に
触
れ
る
）。
戒
も
守
ら
ず
善
も
行
わ
ず
に
病
で
死
ん
だ
王
氏
は
二
人
（
の
獄
卒
）
に
引
か
れ
て
地
獄
の
門
前
に
や
っ
て

き
た
。
す
る
と
そ
こ
に
一
人
の
僧
が
い
て
、
地
蔵
菩
薩
だ
と
い
う
。
地
蔵
菩
薩
は
王
氏
に
「
若
人
欲
求
知
三
世
一
切
仏
、
応
当
如
是
観

心
造
諸
如
来
」
と
い
う
経
典
（『
華
厳
経
』）
か
ら
の
短
い

を
教
え
込
む
。
そ
し
て
閻
羅
王
の
前
に
引
き
出
さ
れ
「
ど
ん
な
功
徳
を
積

ん
で
き
た
の
か
」
と
問
わ
れ
る
と
、
王
氏
は
「
た
だ
こ
の

を
唱
え
て
い
る
だ
け
で
す
」
と
答
え
て
先
の

を
暗
誦
し
た
。
す
る
と
王

氏
は
無
事
放
免
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
読
誦
す
る
声
が
及
ん
だ
範
囲
の
地
獄
で
苦
し
む
人
々
が
み
な
解
脱
を
得
た
。
王
氏
は
死
亡

し
て
か
ら
三
日
目
に
蘇
り
、
僧
た
ち
に
聞
い
た
と
こ
ろ
『
華
厳
経
』
の
一
節
だ
と
知
っ
た
（
仏
昇
夜
摩
天
宮
自
在
品
第
十
五
）。
こ
れ

は
空
観
寺
の
僧
定
法
師
に
王
氏
自
身
が
語
っ
た
こ
と
で
あ
る54

）
。

一
方
、
も
う
一
人
の
康
阿
禄
山
の
話
は
や
や
込
み
入
っ
て
い
る
。『
華
厳
伝
』
に
よ
れ
ば
、
調
露
二
年
（
六
八
〇
）
に
康
阿
禄
山
は

二
三
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病
で
死
ん
だ
が
五
日
目
に
蘇
っ
た
。
本
人
の
話
に
よ
れ
ば
、
誤
っ
て
地
獄
へ
送
ら
れ
、
三
十
五
人
の
一
団
と
な
っ
て
閻
羅
王
の
前
へ
出

た
が
、
新
豊
の
役
人
と
禄
山
ら
十
五
人
は
戒
を
保
っ
て
い
た
と
し
て
放
免
と
な
っ
た
。
だ
が
そ
こ
に
前
年
亡
く
な
っ
た
東
市
の
薬
売
り

の
阿
容
師
が
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
生
前
七
百
人
と
一
緒
に
鶏
肉
を
煮
て
食
っ
た
た
め
釜
茹
で
地
獄
へ
落
ち
て
い
た
。
阿
容
師
は
禄
山

に
「
仁
慈
に
篤
い
四
男
に
言
っ
て
『
華
厳
経
』
一
部
を
書
写
さ
せ
て
く
れ
」
と
依
頼
し
た
。
禄
山
は
こ
の
世
に
戻
る
と
阿
家
に
伝
え
、

四
男
は
法
蔵
師
に
『
華
厳
経
』
を
請
い
、
人
に
依
頼
し
書
写
さ
せ
た
。
す
る
と
阿
容
師
が
親
族
の
夢
に
現
れ
て
喜
ぶ
姿
が
見
え
た
。
写

経
が
完
了
す
る
と
大
徳
に
頼
ん
で
立
派
な
供
養
の
斎
会
を
行
っ
た
。
禄
山
は
、
阿
容
師
が
七
百
人
の
鬼
た
ち
と
や
っ
て
き
て
、
三
宝
に

礼
拝
し
懺
悔
受
戒
し
、
去
っ
て
い
く
の
を
見
た
。
罪
業
の
報
い
と
冥
界
を
つ
ぶ
さ
に
目
に
し
た
禄
山
は
終
南
山
に
隠
棲
し
、
そ
の
最
期

は
不
明
で
あ
る55

）
。

い
ず
れ
も
『
華
厳
経
』
の
読
誦
や
書
写
の
功
徳
で
地
獄
を
免
れ
る
祥
瑞
譚
だ
が
、
不
明
な
点
が
あ
る
。
ま
ず
王
氏
に
つ
い
て
は
澄
観

が
『
纂
霊
記
』
を
典
拠
と
し
て
名
を
明
幹
と
し
て
い
る
こ
と
だ56

）
。
と
こ
ろ
が
胡
幽
貞
の
『
感
応
伝
』
で
は
廓
神
亮
と
な
っ
て
い
る57

）
。
こ

の
人
物
は
講
解
第
六
の
智

伝
の
後
で
、
死
し
て
兜
率
天
に
昇
り
、
あ
る
菩
薩
か
ら
「
な
ぜ
『
華
厳
経
』
を
受
持
し
な
い
の
か
」
と
問

わ
れ
、
講
じ
る
人
が
い
な
い
と
答
え
る
と
、「
い
る
で
は
な
い
か
」（
つ
ま
り
法
蔵
）
と
反
論
さ
れ
て
蘇
っ
た
、
と
い
う
ま
っ
た
く
別
の

蘇
生
譚
の
主
人
公
で
あ
る
。
で
は
『
纂
霊
記
』
の
王
明
幹
が
正
し
い
か
と
い
う
と
、
写
本
に
よ
っ
て
「
失
名
」
と
す
る
な
ど
確
定
で
き

な
い
こ
と
を
坂
本
幸
男
氏
が
指
摘
し
て
い
る58

）
。
こ
れ
は
さ
さ
い
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
蔵
の
同
時
代
で
、
し
か
も
王
氏
が
定
法

師
に
語
っ
た
こ
と
を
法
蔵
が
伝
え
聞
い
た
と
思
わ
れ
る
記
述
で
あ
る
は
ず
な
だ
け
に
、
信
憑
性
に
も
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
さ

ら
に
問
題
な
の
は
、
地
蔵
菩
薩
が
『
華
厳
経
』
の
一
節
を
伝
授
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
だ
。
澄
観
は
こ
れ
を
「
一

の
功
能
、
地
獄

を
破
る
」
と
し
て
言
及
し
、
地
蔵
菩
薩
が
伝
授
し
た

は
俗
に
「
破
地
獄

」
と
し
て
知
ら
れ
る59

）
。
現
在
の
日
本
で
も
華
厳
宗
な
ど
で

唱
え
る
い
わ
ゆ
る
如
心

の
一
部
で
、『
華
厳
経
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
凝
縮
し
た

で
あ
る
か
ら
選
択
と
し
て
は
問
題
な
い
が
、
な
ぜ

二
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地
蔵
菩
薩
が
如
心

な
の
か

地
蔵
菩
薩
は
『
華
厳
経
』
で
は
入
法
界
品
に
二
か
所
出
る
の
み
で
、
し
か
も
並
み
居
る
会
衆
の
一
人

に
過
ぎ
な
い60

）
。

実
は
唐
の
吏
部
尚
書
の
役
人
で
あ
っ
た
唐
臨
が
永
徽
年
間
（
六
五
〇
｜
五
五61

）
）
に
撰
述
し
た
と
い
う
霊
験
集
『
冥
報
記
』
に
よ
く
似

た
話
が
あ
る
。
病
で
亡
く
な
っ
た
役
人
の
李
山
龍
は
数
千
人
と
共
に
地
獄
の
庭
で
王
の
前
に
い
て
、「
生
前
ど
ん
な
福
業
を
な
し
た
か
」

と
問
わ
れ
、『
法
華
経
』
を
読
誦
し
て
い
る
と
答
え
、
高
座
に
昇
ら
さ
れ
て
そ
の
序
品
を
暗
誦
し
た
。
す
る
と
元
の
庭
に
戻
っ
て
み
る

と
ま
っ
た
く
人
影
が
な
い
。
誦
経
を
聴
い
た
衆
囚
も
み
な
許
さ
れ
た
と
い
う62

）
。
話
は
ま
だ
続
く
が
、
軍
人
の
鄭
師
辨
の
話
も
簡
単
に
見

よ
う
。
病
死
し
た
鄭
は
地
獄
の
大
門
の
前
に
百
人
余
り
の
囚
人
と
立
た
さ
れ
て
い
た
が
、
も
っ
ぱ
ら
心
に
仏
を
念
じ
て
い
る
と
た
ち
ま

ち
一
人
の
僧
が
現
れ
、「
救
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
門
外
へ
連
れ
出
し
五
戒
を
授
け
て
く
れ
、
蘇
る
こ
と
が
で
き
た63

）
。
前
者

は
『
法
華
経
』
の
一
節
を
誦
す
る
と
い
う
点
で
王
氏
の
話
に
似
て
い
る
が
、
地
蔵
菩
薩
に
相
当
す
る
役
回
り
が
出
て
こ
な
い
。
後
者
の

話
は
五
戒
を
持
す
る
こ
と
で
地
獄
を
脱
す
る
が
、
唐
突
に
地
獄
の
門
前
に
現
れ
た
僧
は
地
蔵
菩
薩
を
思
わ
せ
る
。

こ
の
『
冥
報
記
』
も
『
三
宝
感
通
録
』
に
似
て
、『
法
華
経
』
に
関
す
る
霊
験
譚
が
多
く
、
地
獄
か
ら
の
救
済
譚
も
い
く
つ
か
あ
る
。

太
山
中
で
神
に
会
い
、
地
獄
に
堕
ち
た
元
の
同
行
者
の
姿
を
見
て
、『
法
華
経
』
の
題
目
を
写
経
し
た
だ
け
で
地
獄
か
ら
転
生
で
き
た

と
い
う
話
も
あ
る64

）
。
お
そ
ら
く
『
冥
報
記
』
を
見
る
限
り
、
当
時
、
地
獄
か
ら
の
蘇
生
に
関
し
て
主
と
し
て
『
法
華
経
』
の
霊
験
譚
が

流
布
し
て
お
り
、（
こ
れ
は
考
察
を
他
日
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
）
一
方
で
は
地
蔵
菩
薩
の
救
済
信
仰
も
見
ら
れ65

）
、
こ
う
し
た
状
況

の
中
で
、『
華
厳
経
』
の
信
奉
者
た
ち
も
そ
れ
に
類
す
る
逸
話
を
創
作
し
た
か
、
あ
る
い
は
大
胆
な
想
像
を
仮
に
し
て
み
れ
ば
、
法
蔵

が
ア
レ
ン
ジ
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か66

）
。

な
お
、
康
阿
禄
山
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
こ
の
康
姓
が
法
蔵
と
同
じ
康
居
系
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
つ
ま
り
法
蔵
が
み

ず
か
ら
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
『
華
厳
伝
』
の
祥
瑞
譚
を
収
集
・
採
録
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

二
五
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法
蔵
は
『
法
華
経
』
や
地
蔵
菩
薩
に
関
連
し
た
地
獄
救
済
思
想
の
隆
盛
と
い
っ
た
周
囲
の
社
会
・
文
化
的
状
況
に
対
応
し
て
、『
華
厳

経
』
と
本
来
あ
ま
り
親
和
性
の
な
い
地
蔵
菩
薩
の
霊
験
譚
や
地
獄
か
ら
の
救
済
譚
と
い
う
、
華
厳
教
学
者
の
顔
と
は
か
け
離
れ
た
イ
メ

ー
ジ
の
逸
話
を
採
録
し
、
朝
廷
や
僧
団
の
み
な
ら
ず
広
く
世
間
に
『
華
厳
経
』
信
仰
の
功
徳
を
宣
揚
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
ま
と
め

以
上
、
法
蔵
の
『
華
厳
伝
』
の
俗
人
た
ち
の
伝
記
を
中
心
に
見
て
き
た
。
そ
こ
に
は
『
華
厳
経
』
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
盛
り

込
ん
だ
祥
瑞
譚
あ
り
、
近
年
修
復
復
興
の
動
き
の
あ
っ
た
五
台
山
と
い
う
霊
場
信
仰
あ
り
、
そ
し
て
地
蔵
菩
薩
や
地
獄
の
閻
羅
王
が
登

場
す
る
救
済
譚
あ
り
と
、
こ
の
『
華
厳
伝
』
が
当
時
の
法
蔵
を
と
り
ま
く
社
会
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
環
境
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で
反
映

し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
伝
記
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
僧
侶
た
ち
の
伝
記
の
中
心
が
あ
く
ま
で
も
講
解
第
六
に
あ
る

の
に
対
し
、
俗
人
た
ち
な
ら
で
は
の
諷
誦
、
転
読
、
書
写
と
い
っ
た
行
法
、
信
仰
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
俗
世
間
の

信
仰
者
た
ち
へ
の
法
蔵
の
目
配
り
と
「
公
」
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
本
論
で
言
及
し
な
か
っ
た
俗
人
た
ち
の
伝
記
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
、
そ
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

（
南
斉
司
徒
竟
陵
文
宣
王
蕭
子
良
）

法
蔵
の
時
代
で
は
な
く
、
南
斉
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
人
物
で
、
支
流
第
四
で
は
経
唄
の
則
の
考
案
、
龍
華
三
会
や
三
聚
浄
戒
の
授

戒
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
雑
述
第
十
で
は
『
華
厳
経
』
を
読
誦
す
る
福
社
を
主
催
し
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
市
井
の
信
仰

者
た
ち
と
縁
の
深
い
事
跡
で
あ
り
、
王
族
と
い
う
エ
リ
ー
ト
で
は
あ
る
が
、
居
士
の
立
場
で
人
々
の
信
仰
生
活
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る67

）
。『
華
厳
経
』
の
、
朝
廷
と
の
パ
イ
プ
で
あ
っ
た
り
、
時
の
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
配
の
基
盤
と
し
て

二
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だ
け
で
は
な
い
、
市
井
に
お
け
る
意
義
を
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
人
物
と
言
え
よ
う
。

（
唐
朝
散
大
夫
孫
思

）

孫
思

は
『
千
金
要
万
』
な
ど
が
『
道
蔵
』
に
入
蔵
さ
れ
て
い
る
医
薬
に
長
じ
て
「
薬
王
」「
孫
真
人
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
道
教
の

隠
士
で
あ
る68

）
。
そ
れ
が
『
華
厳
伝
』
に
よ
る
と
、
道
俗
に
勧
め
て
『
華
厳
経
』
七
百
五
十
部
を
書
写
さ
せ
、
皇
帝
に
は
「
大
典
」
を
読

む
べ
き
だ
と
し
て
『
華
厳
経
』
を
勧
め
た
。
皇
帝
が
玄

訳
『
大
般
若
経
』
の
方
が
大
き
い
と
反
論
す
る
と
、
孫
思

は
『
般
若
経
』

は
『
華
厳
経
』
の
枝
葉
末
節
の
教
え
を
説
く
に
過
ぎ
な
い
と
答
え
る69

）
。
こ
の
伝
記
は
道
教
の
医
薬
の
達
人
が
『
華
厳
経
』
を
信
奉
す
る

と
い
う
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。
鎌
田
茂
雄
氏
は
『
華
厳
伝
』
を
根
拠
に
孫
が
第
一
に
『
華
厳
経
』
を
読
ん
だ
と
し
て
い
る
が
、
思
想

的
に
は
孫
思

の
著
作
に
み
ら
れ
る
「
心
」
の
重
視
を
華
厳
思
想
の
「
唯
心
」
に
引
き
つ
け
て
解
釈
す
る
な
ど
、
必
ず
し
も
確
た
る
も

の
で
は
な
い70

）
。
し
か
し
今
は
『
華
厳
伝
』
を
信
じ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
の
伝
記
と
逸
話
を
法
蔵
が
採
録
し
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は

玄

教
学
へ
の
対
抗
、
そ
し
て
道
教
徒
を
も
信
奉
さ
せ
る
『
華
厳
経
』
の
す
ば
ら
し
さ
を
（
ひ
ょ
っ
と
し
て
道
教
徒
へ
も
含
め
）
ア
ピ

ー
ル
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
見
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
華
厳
伝
』
の
中
で
も
異
彩
を
放
つ
こ
の
伝
記
に
も
、

時
代
の
趨
勢
を
意
識
し
た
法
蔵
の
ね
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ほ
か
に
も
極
貧
の
生
活
の
中
で
十
粒
の
穀
物
を
供
養
し
、
や
が
て
出
家
を
果
た
し
て
『
華
厳
経
』
を
受
持
し
て
暮
ら
し
た
白
遺
生
の

娘
、
華
厳
な
ど71

）
、『
華
厳
伝
』
に
は
生
死
や
苦
楽
を
乗
り
越
え
な
が
ら
『
華
厳
経
』
の
信
仰
に
生
き
た
多
様
な
人
々
の

そ
の
多
く

は
法
蔵
の
同
時
代
人
の

生
き
様
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
俗
人
た
ち
の
伝
記
を
見
る
時
、
そ
れ
は
単
な
る
霊
験
の
事
例

集
と
い
っ
た
性
格
を
超
え
、
仏
教
と
そ
の
信
奉
者
た
ち
が
置
か
れ
た
時
代
的
、
社
会
的
環
境
の
多
面
性
を
反
映
し

ま
た
反
映
す
る

よ
う
選
択
・
設
計
さ
れ
た
（
そ
し
て
華
厳
高
座
の
道
場
建
立
を
得
々
と
し
て
語
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
華
厳
教
学
を
宣
布
し
よ
う
と

い
う
法
蔵
の
思
惑
も
多
分
に
含
ん
だ
）

『
華
厳
経
』
を
め
ぐ
る
唐
代
の
信
仰
世
界
の
見
取
り
図
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
の

二
七
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
資
料
的
な
制
約
に
よ
り
、
充
分
な
論
証
が
難
し
い
の
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
人
間
の
絵
巻
で
あ
る
『
華
厳

伝
』
を
生
き
生
き
と
読
み
解
い
て
み
る
こ
と
も
、
法
蔵
の
ひ
と
つ
の
「
読
み
か
た
」
の
試
み
と
挑
戦
と
し
て
一
定
の
意
義
を
有
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
引
用
文
献
〕

華
厳
経
伝
記
（
法
蔵
）
｜
大
正
新
脩
大
蔵
経
五
一

※
略
称

『
華
厳
伝
』

大
方
広
仏
華
厳
経
疏
（
澄
観
）
｜
同
三
五

※
略
称

『
華
厳
経
疏
』

大
方
広
仏
華
厳
経
隨
疏
演
義
鈔
（
澄
観
）
｜
同
三
六

※
略
称

『
演
義
鈔
』

大
唐
大
薦
福
寺
故
大
徳
康
蔵
法
師
之
碑
（
閻
朝
隠
）
｜
同
五
〇

※
略
称

『
碑
文
』

唐
大
薦
福
寺
故
寺
主
翻
経
大
徳
法
蔵
和
尚
伝
（
崔
致
遠
）
｜
同
右

※
略
称

『
法
蔵
和
尚
伝
』

大
方
広
仏
華
厳
経
感
応
伝
（
恵
英
撰
、
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幽
貞
纂
）
｜
同
五
一

※
略
称
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華
厳
経
感
応
伝
』

集
神
州
三
宝
感
通
録
（
道
宣
）
｜
同
五
二

※
略
称

『
三
宝
感
通
録
』

冥
報
記
（
唐
臨
）
｜
同
五
一

続
高
僧
伝
（
道
宣
）
｜
同
五
〇

〔
著
作
〕

鎌
田
茂
雄
﹇
一
九
六
五
﹈『
中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
）

木
村
清
孝
﹇
一
九
九
二
﹈『
中
国
華
厳
思
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史
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平
楽
寺
書
店
）
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坂
本
幸
男
﹇
一
九
五
六
﹈『
華
厳
教
学
の
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
）

吉
津
宜
英
﹇
一
九
九
一
﹈『
華
厳
一
乗
思
想
の
研
究
』（
大
東
出
版
社
）

〔
論
文
〕

小
笠
原
宣
秀
﹇
一
九
三
九
﹈「
南
斉
仏
教
と
蕭
子
良
」（
支
那
仏
教
史
学
三
巻
二
号
）

岸
田
知
子
﹇
二
〇
〇
五
﹈「
唐
代
の
仏
舎
利
信
仰
」（『
弘
法
大
師
空
海
と
唐
代
密
教
』
法
蔵
館
所
収
）

小
島
岱
山
﹇
一
九
九
一
﹈「
五
台
山
系
華
厳
思
想
の
特
質
と
展
開
」（
華
厳
学
研
究
三
）

小
林
実
玄
﹇
一
九
七
六
﹈「
華
厳
法
蔵
の
事
伝
に
つ
い
て
」（
南
都
佛
教
三
六
）

坂
出
祥
伸
﹇
一
九
九
二
﹈「
孫
思

と
佛
教
」（
中
国
古
典
研
究
三
七
）

中
條
道
昭
﹇
一
九
七
八
﹈「
華
厳
経
伝
記
研
究
（
一
）」（
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
一
二
）

中
條
道
昭
﹇
一
九
七
九
﹈「
華
厳
経
伝
記
研
究
（
二
）」（
同
一
三
）

藤
谷
昌
紀
﹇
二
〇
〇
七
﹈「
蕭
子
良
の
抄
経
・
著
作
の
性
格
に
つ
い
て
」（
印
佛
研
五
六
巻
一
号
）

藤
喜
真
澄
﹇
一
九
九
七
﹈「『
華
厳
経
伝
記
』
の
行
方
」（『
華
厳
学
論
集
』
大
蔵
出
版
所
収
）

若
槻
俊
秀
﹇
一
九
七
六
﹈「
蕭
子
良
の
佛
教
信
仰
の
性
格
」（『
中
国
哲
学
史
の
展
望
と
模
索
』
創
文
社
所
収
）

註１
）

生
没
年
は
『
碑
文
』（
大
正
五
〇
、
二
八
〇
下
）、『
法
蔵
和
尚
伝
』（
同
、
二
八
一
上
、
二
八
五
中
）

２
）

中
條
﹇
一
九
七
八
﹈
九
三
頁
下

二
九

法
蔵
『
華
厳
経
伝
記
』
の
俗
人
た
ち



３
）

吉
津
﹇
一
九
九
一
﹈
一
六
二
頁

４
）

本
論
で
は
木
村
清
孝
氏
の
例
に
倣
い
、「『
華
厳
経
』
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
思
想
一
般
を
「
華

厳
思
想
」
と
名
づ
け
、
そ
の
う
ち
で
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
華
厳
宗
の
人
び
と
が
作
り
上
げ
た
体
系
的
な
思
想
を
「
華
厳
教
学
」
と
呼

ぶ
」
こ
と
に
す
る
。
木
村
﹇
一
九
九
二
﹈
一
｜
二
頁

５
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
六
八
頁

６
）
『
華
厳
伝
』
が
法
蔵
の
著
作
で
あ
る
こ
と
は
木
村
﹇
前
掲
﹈
一
二
六
頁
、
吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
五
一
頁
な
ど
で
も
是
認
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
ほ
ぼ
問
題
な
い
が
、
少
な
く
と
も
加
筆
を
加
え
な
が
ら
完
成
形
に
至
っ
た
こ
と
が
窺
え
、
法
蔵
の
呼
称
が
法
蔵
、
賢
首
な
ど
一
定
し

な
い
な
ど
疑
問
点
も
多
い
。
吉
津
氏
は
そ
こ
に
澄
観
や
五
台
山
関
係
者
の
影
を
読
み
取
っ
て
お
り
、
吉
津
氏
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、

他
人
の
手
が
入
っ
て
い
る
可
能
性
を
完
全
に
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
。
本
論
で
も
こ
う
し
た
点
は
頭
に
入
れ
つ
つ
、

少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
法
蔵
の
著
作
で
あ
る
と
の
前
提
で
論
を
進
め
る
。
な
お
、
後
代
の
筆
写
時
に
手
が
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
に
つ

い
て
は
小
林
﹇
一
九
七
六
﹈
四
二
頁
下
｜
四
五
頁
下
。

７
）

坂
本
﹇
一
九
五
六
﹈
第
一
章
第
二
節
「
慧
苑
の
著
作
」（
Ｖ
）、
二
二
｜
四
五
頁

８
）

鎌
田
﹇
一
九
六
五
﹈
第
一
章
附
節
「
華
厳
と
道
教
の
交
流
」、
二
八
九
｜
二
九
六
頁

９
）

藤
善
﹇
一
九
九
七
﹈
三
一
一
｜
三
一
二
頁
。
な
お
、
吉
津
氏
も
『
法
華
伝
記
』『
弘
賛
法
華
伝
』『
古
清
涼
伝
』
な
ど
『
華
厳
伝
』
の
影

響
の
見
ら
れ
る
も
の
と
の
比
較
を
行
い
、
研
究
の
必
要
を
指
摘
し
て
い
る
。
吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
六
二
｜
一
六
五
頁
、
一
六
八
頁
な
ど
。

10
）

同
右
、
三
一
五
｜
三
一
六
頁
、
三
二
〇
頁
、
三
二
八
頁

11
）

中
條
﹇
前
掲
﹈
九
四
頁
上

12
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
五
六
中
）

三
〇

仏
教
学
会
紀
要
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九
号



13
）

中
條
﹇
一
九
七
九
﹈
五
六
頁
上

14
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
第
二
章
第
四
節
、
一
五
一
｜
一
七
五
頁
。
な
お
、
こ
の
論
考
は
吉
津
氏
の
「
華
厳
経
伝
記
に
つ
い
て
」（
駒
沢
大
学
仏

教
学
部
論
集
第
九
号
、
一
九
七
八
）
を
一
部
加
筆
修
正
し
た
も
の
。

15
）

道
宣
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
高
僧
伝
』
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
て
、
そ
の
十
篇
は
訳
経
、
義
解
、
神
異
、
習
禅
、
明
律
、
亡
身
、
誦
経
、

興
福
、
経
師
、
唱
導
。

16
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
六
四
上
）

17
）
『
華
厳
伝
』
に
「
大
周
聖
神
皇
帝
植
道
種
於
塵
劫
」「
尽
善
尽
美
。
暢
十
善
化
於
無
辺
」、
華
厳
高
座
に
つ
い
て
は
「

揚
方
広
妙
典
…

僧
尼
衆
等
数
千
余
人
、
共
設
斎
会
」「
聴
講
華
厳
、
観
辨
智
之
縦
横
、

龍
象
之
蹴
踏
」
な
ど
と
あ
る
（
大
正
五
一
、
一
六
四
上
｜
中
）。

18
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
六
六
頁

19
）

同
右
、
一
五
四
頁

20
）

同
、
一
五
四
｜
一
五
五
頁

21
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
六
九
下
）

22
）

坂
本
﹇
前
掲
﹈
二
三
｜
二
四
頁

23
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
五
六
｜
一
五
七
頁
。
具
体
例
は
一
七
一
頁
の
注

18
）。

24
）

同
右
、
一
六
八
頁

25
）

同
、
一
五
六
頁
、
一
六
七
頁

26
）

こ
の
ほ
か
支
流
の
訳
経
者
と
し
て
沙
門
清
信
士
支
謙
、
清
信
士

道
真
が
あ
り
、
特
に

道
真
は
『
華
厳
伝
』
に
は
出
て
い
な
い
父
承

遠
も
訳
経
に
当
た
っ
た
と
さ
れ
る
だ
け
に
興
味
深
い
が
（
父
子
と
も
西
晋
の
人
だ
が
生
没
年
不
詳
）、
伝
記
が
出
て
い
な
い
の
で
本
論
で

三
一

法
蔵
『
華
厳
経
伝
記
』
の
俗
人
た
ち



は
触
れ
な
い
。
ま
た
、『
歴
代
三
宝
紀
』
を
著
し
た
隋
学
士
費
長
房
も
挙
が
っ
て
い
る
が
同
様
の
理
由
で
触
れ
な
い
。

27
）

独
立
し
て
立
伝
さ
れ
て
い
な
い
が
、
智

伝
の
事
跡
の
あ
と
で
出
る
。
大
正
五
一
、
一
六
四
上

28
）

前
者
の
二
人
は
普
安
伝
の
、
清
信
女
は
解
脱
伝
の
逸
話
と
し
て
出
る
も
の
。
同
、
一
六
八
上
、
中
、
一
六
九
中

29
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
六
六
下
）

30
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
六
〇
頁

31
）

な
お
、
吉
津
氏
は
こ
こ
で
は
杜
順
も
何
ら
特
別
な
配
慮
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
杜
順
を
い
わ
ゆ
る
華
厳
宗
初
祖
と
す
る
よ
う
な
祖
統
意
識

を
法
蔵
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
証
左
と
し
て
い
る
。
吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
五
七
頁

32
）

毎
含

利
適
會
神
僧
。（『
華
厳
経
疏
』
大
正
三
五
、
五
二
四
上
）

33
）

岸
田
﹇
二
〇
〇
五
﹈
二
二
七
頁

34
）

乃
手

興
願
顕
示
道
俗
。

利
於
掌
上
騰
光
洞
照

。（『
法
蔵
和
尚
伝
』
大
正
五
〇
、
二
八
四
上
）

35
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
七
〇
上
）

36
）

同
右

37
）

同
（
大
正
五
一
、
一
七
〇
下
）

38
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
六
〇
頁

39
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
五
六
下
）
な
お
、
北
斉
大
和
ま
た
は
太
和
の
年
号
は
な
く
、『
古
清
涼
伝
』
は
「
北
斉
初
年
」＝

天
保
元

年
（
五
五
〇
）
と
す
る
（
大
正
五
一
、
一
〇
九
四
下
）

40
）

代
京

官
…
奏
乞
入
山
修
道
。
有
勅
許
之
。
乃
齎
一
部
花
厳
。
昼
夜
読
誦
礼
悔
不
息
。
…
髭
鬢
尽
生
復
丈
夫
相
。（『
続
高
僧
伝
』
大
正

五
〇
、
六
八
六
中
）
な
お
、
同
じ
く
単
な
る

官
が
ど
こ
と
も
知
れ
ぬ
山
に
入
山
修
道
し
て
云
々
と
い
う
記
述
は
同
じ
道
宣
の
『
三
宝
感

三
二
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通
録
』（
大
正
五
二
、
四
二
六
中
）
に
も
あ
る
。

41
）

所
将
内
侍
劉
謙
之
。
於
此
寺
中
七
日
行
道
。
祈
請
文
殊
。
既
遇
聖
者
掩
復
丈
夫
。
曉
悟
華
厳
経
義
。
乃
造
華
厳
論
六
百
巻
。
今
五
台
諸

寺
收
束
猶
有
三
百
許
巻
。（『
続
高
僧
伝
』、
大
正
五
〇
、
六
六
五
中
）
こ
れ
に
続
き
、
の
ち
に
触
れ
る
会
昌
寺
会
頤
へ
の
言
及
が
あ
る
。

42
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
五
六
頁

43
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
五
七
上
）
な
お
、『
華
厳
経
』
菩
薩
住
処
品
の
該
当
箇
所
は
大
正
九
、
五
九
〇
上

44
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
五
九
頁

45
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
五
七
中
｜
下
）

46
）

同
右
、
一
六
九
上
｜
中
。
な
お
、
こ
の
霊
弁
と
解
脱
を
五
台
山
の
華
厳
思
想
の
代
表
者
と
と
ら
え
、
李
通
玄
へ
の
流
れ
を
論
じ
た
も
の

に
、
小
島
﹇
一
九
九
一
﹈
な
ど
一
連
の
小
島
氏
の
論
考
が
あ
る
。

47
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
六
九
中
）

48
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
六
七
頁

49
）

遂
辞
親
求
法
於
太
白
山
餌

数
年
敷

方
等
（『
法
蔵
和
尚
伝
』、
大
正
五
〇
、
二
八
一
上
｜
中
）

50
）

吉
津
﹇
前
掲
﹈
一
六
一
頁

51
）
『
三
宝
感
通
録
』（
大
正
五
二
、
四
二
七
中
）

52
）

同
右
、
四
二
二
下
｜
四
二
三
上

53
）

同
、
四
二
四
下
｜
四
二
五
上
。
別
に
『
続
高
僧
伝
』
に
解
説
と
沙
門
曜
の
逸
話
が
あ
る
（
大
正
五
〇
、
六
〇
三
中
｜
下
）

54
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
六
七
上
）

55
）

同
右
、
一
七
一
下
｜
一
七
二
上

三
三

法
蔵
『
華
厳
経
伝
記
』
の
俗
人
た
ち



56
）
『
演
義
鈔
』（
大
正
三
六
、
一
一
六
中
｜
下
）

57
）
『
感
応
伝
』（
大
正
五
一
、
一
七
五
下
）

58
）

坂
本
﹇
一
九
五
六
﹈
三
九
｜
四
〇
頁

59
）
『
華
厳
経
疏
』（
大
正
三
五
、
五
二
四
中
）、『
演
義
鈔
』（
同
三
六
、
一
一
六
中
）

60
）
『
六
十
華
厳
』（
大
正
九
、
六
七
六
上
、
七
五
一
上
）

61
）

年
代
は
鎌
田
茂
雄
編
『
中
国
仏
教
史
辞
典
』（
東
京
堂
、
一
九
七
一
）
三
八
一
頁
下

62
）
『
冥
報
記
』（
大
正
五
一
、
七
九
五
下
｜
七
九
六
上
）

63
）

同
右
、
七
九
五
上
｜
中

64
）

同
、
七
九
一
中

65
）

一
般
に
地
獄
信
仰
は
隋
唐
よ
り
隆
盛
が
見
ら
れ
、
一
方
で
玄

に
よ
る
『
地
蔵
十
輪
経
』
の
新
訳
や
実
叉
難
陀
に
よ
る
『
地
蔵
本
願

経
』
の
訳
出
、
三
階
教
に
よ
る
信
奉
な
ど
地
蔵
信
仰
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
含
め
、『
華
厳
伝
』
に
地
蔵
菩
薩
が
（
唐
突
に
）
登
場
す

る
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

66
）

吉
津
氏
の
指
摘
を
先
に
見
た
と
お
り
、
法
蔵
は
『
華
厳
経
』
専
業
で
な
い
僧
ら
の
伝
記
を
改
変
し
て
『
華
厳
伝
』
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

67
）

蕭
子
良
の
時
代
的
役
割
に
つ
い
て
は
小
笠
原
﹇
一
九
三
九
﹈、
藤
谷
﹇
二
〇
〇
七
﹈、
若
槻
﹇
一
九
七
六
﹈
な
ど
。

68
）

坂
出
﹇
一
九
九
二
﹈
一
頁

69
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
七
一
中
｜
下
）

70
）

鎌
田
﹇
一
九
六
五
﹈
二
九
五
頁

71
）
『
華
厳
伝
』（
大
正
五
一
、
一
六
八
中
｜
下
）

〔
追
記
〕
本
稿
脱
稿
後
、
吉
津
宜
英
博
士
の
訃
報
に
接
し
ま
し
た
。
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
捧
げ
ま
す
。
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